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第
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六
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三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
1
準
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
地
方
自
治
法
(
将
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
l
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
叢
会
の
盛
決
を
求
め
る
.

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

碑
和
五
拍
八
年
拍
巽
廿
春
日
　
原
審
可
決三

朝
町
親
金
蔵
長
名
戴
典
由
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三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
農
業
共
済
条
例
(
晦
和
三
十
九
年
三
朝
町
条
例
窮
十
1
号
)
の
一
敵
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
粂
第
一
項
第
三
号
中
｢
出
生
後
窮
五
日
の
t
F
の
末
日
(
法
第
八
十
四
条
窮
1
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
主
務
大
臣
が
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
そ
の
日
前
の
日
を
定
め
た
と
き
は
､
そ
の
地
域
に
つ
い
て
は
､

そ
の
主
務
大
臣
の
定
め
た
且
｣
を
｢
出
生
後
第
四
月
の
t
z
r
の
末
t
d
｣
に
改
め
る
｡

第
十
一
条
第
六
項
中
｢
東
諸
の
時
｣
の
下
に
｢
(
共
済
目
的
の
譲
受
け
の
前
に
東
諸
が
あ
っ
た
場
合
は
'

藩
受
け
の
日
)
　
｣
を
加
え
る
｡

第
1
1
1
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

(
共
済
掛
金
率
)

第
三
十
条
　
農
作
物
共
済
の
共
済
掛
金
率
は
､
共
済
目
的
の
凄
類
ご
と
及
び
法
第
百
七
粂
第
三
項
の
規
定
に
ょ

/

り
､
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
を
分
け
た
地
域
ご
と
L
i
r
当
該
地
域
に
係
る
地
域
基
準
共
済
掛
金
率
と

同
率
と
す
る
｡

東
三
十
六
条
第
1
項
中
｢
す
る
も
の
と
す
る
｣
を
｢
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
に
改
め
る
.



第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
o

(
共
済
掛
金
率
)

第
四
十
七
粂
　
香
南
共
済
の
共
済
掛
金
率
は
'
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
法
第
百
八
粂
第
1
項
の
規
定

に
よ
り
鳥
取
県
知
事
が
定
め
た
地
域
ご
と
に
当
該
地
域
の
属
す
る
危
険
階
級
の
香
南
基
準
共
済
掛
金
率

と
同
率
と
す
る
｡

第
五
十
三
条
寮
一
項
中
｢
す
る
も
の
と
す
る
｣
を
｢
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
に
改
め
る
｡

第
五
十
七
粂
第
1
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
L
t
第
二
号
の
次
に
次
の
1
号
を
加
え
る
｡

三
　
申
込
み
に
係
る
家
畜
の
飼
餐
場
所

第
七
十
条
第
五
項
中
｢
到
達
し
た
日
｣
の
下
に
｢
(
共
済
目
的
の
譲
受
け
の
前
に
当
該
東
諸
の
通
知
が

到
達
し
た
場
合
は
'
譲
受
け
の
臥
)
　
｣
を
加
え
る
｡

第
七
十
1
粂
第
1
項
中
｢
別
表
第
三
｣
を
｢
第
七
十
四
条
第
1
項
の
家
畜
共
済
掛
金
率
等
一
覧
表
｣
に

改
め
る
･
｡

第
七
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
共
済
掛
金
率
)
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第
七
十
三
条
　
家
畜
共
済
の
共
済
掛
金
率
は
､
共
済
目
的
の
撃
▲
州
讐
｣
と
に
次
の
各
号
の
率
の
合
計
率
と
す

る
｡1

　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
の
属
す
る
地
域
に
係
る
法
第
百
十
五
条
第
1
項
第
1
号
の
共
済
掛
金
標

準
率
甲
と
同
率

二
　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
の
属
す
る
地
域
に
係
る
津
第
百
十
五
条
第
1
項
第
二
号
の
主
務
大
臣
の

定
め
る
率
と
同
率

三
　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
の
属
す
る
地
域
に
廃
る
法
第
百
十
五
条
第
1
項
第
三
号
の
共
済
掛
金
療

準
率
丙
と
同
率

第
八
十
六
条
第
一
項
中
｢
家
畜
で
当
該
家
畜
共
済
加
入
者
が
当
該
共
済
掛
金
期
間
の
開
始
の
時
に
お
い

て
現
に
飼
養
し
て
い
る
も
の
の
頭
数
が
､
乳
牛
の
雌
に
あ
つ
て
は
三
頭
以
上
'
肉
用
牛
に
あ
つ
て
は
五
頭

以
上
,
馬
に
あ
つ
て
は
四
頭
以
上
､
種
豚
に
あ
つ
て
は
五
頭
以
上
｣
を
｢
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
金
額

が
1
万
円
以
上
｣
　
に
改
め
る
｡

･
第
八
十
八
条
の
十
三
第
二
項
中
｢
別
表
第
五
｣
を
｢
別
表
第
一
｣
　
に
改
め
る
0

第
八
十
八
条
の
二
十
一
第
1
項
中
｢
す
る
も
の
と
す
る
｣
を
｢
す
る
こ
i
J
が
で
き
る
｣
に
改
め
る
1
.

第
八
十
八
条
の
四
十
第
1
項
中
｢
す
る
も
の
と
す
る
｣
を
｢
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
に
改
め
る
｡
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第
八
十
八
条
の
六
十
争
第
一
項
中
｢
す
る
も
の
と
す
る
｣
を
｢
す
る
こ
了
が
で
き
る
｣
に
改
め
る
｡

第
九
十
八
粂
第
二
項
中
｢
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
｣
を
｢
充
て
る
｣
に
改
め
る
｡

別
表
第
1
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
削
り
'
｢
別
表
第
五
｣
を
｢
別
表
第
二
と
す
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
鳥
取
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
｡

｣
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■


